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ふれあいの窓
乗区共同募金委員会からのお知らせ

今年も1 0月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります｡

昨年から続くコロナ禍での募金活動となりますが､今年も多くの万々のご
協力とご理解をいただき､活動を進めていきたいと考えております｡

乗区共同募金委員会では､乗区限定で乗区のマスコット｢タッピー｣と赤
い羽根がコラボした『募金付きピンバッジ』を作成し､ 500円の募金をいた

だいた万にお渡ししています｡ (500円のうら､バッジ1個あたりの作成費

用を除いた金額が寄付されます｡ )

このほか､一定の金額を募金していただくと｢北海道日本ハムファイター

ズ｣ ｢北海道コンサドーレ札幌｣ ｢初音ミク｣とコラボしたクリアファイル等

を進呈しています｡

『募金付きピンバッジ』や各種クリアファイルは､乗区共同募金委員会事務局(乗
区社会福祉協議会事務局内)で取り扱っておりますので､皆さまのご協力をよろし

くお願いいたします｡

2021乗区限定バッジ　北海道日本ハムファイターズ　北海道コンサドーレ札幌　初音ミククリアファイル

札幌市限定

社会福祉法人札幌市乗区社会福祉協議会
〒065-8612　札幌市乗区北1 1条棄7丁目　乗区民センター1階

電話: 011-741-6440　ファックス:011-721-6444
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乗区ボランティア受入施設.団体一覧表について 

棄区社会福祉協議会では､乗区内にある施設.団体で募集しているボランティア一覧表を作 

成しておりますoふれあいの窓では各分野の中から一部抜粋したものを掲載いたします○今月 

は高齢者施設のボランティア活動について掲載しましたo 

希望する活動がありましたら､札幌市乗区社会福祉協議会までご連絡くださいo 

※新型コロナウイルス感染状況により､施設.団体の 劔僵ｹ&h,X�9?ﾈ/�(h鉅+X,H*(.��ｨﾘx.��

あることをご了承願いますo 

《高齢者施設編》 

No. 倡ｹ�ﾙkﾂ�所在地 乖�:�>�vR�活動目時 假9?ﾉD驃粳�ｹ¥｢�その他 

1 �6h485H�ｸ7(5�*�*�.��北30条東7丁目H8 �8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x98-h,ﾈ�����月～金 13時～15時 儻9n"�交通費:無 食事:無 Ⅴ保険:無 

2 �7H8ﾘ�ｸ8�8ｸ+8,(,�*b���ﾈ6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｲ�東苗穂1粂3丁目2-16 豫�%�,�*掩(+Y�ｨ薰�月～土9時半～12時 12時半～13時半 儻9n"�交通費:有 食事:無 Ⅴ保険:無 

3 �*�+x,�.ｸ*ﾘ.x-B�北34条東17丁目卜26 LEE新道東ビル1F �*�(8�+ZI(9���H*(/�,ｨ+X橙��(/�+X,Hｧ�+X/�,X*(+ﾘ+�*ｸ+ﾒ�*"�月～土10時～16時 儻9n"�交通費:無 食事:無 Ⅴ保険:有 

4 �4�8ｸ�ｸ7h7ｨ�ｸ8�:����伏古7条3丁目1-33 凉駅��(,h*掩(+ZH藝^�,ﾉWI5��**H鈷ﾎ定弴ｯｸ,ﾈ*��ｨ詹9��年中無休9時～17時 儻9n"�交通費:無 食事:無 Ⅴ保険:無 

5 �6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｹ:����伏古7条3丁目卜33 俎8馼,ﾈ*稲�6�**H¬j�ｨ�:�,ﾂ�詹6�*)9��年中無休9時～18時 儻9n"�交通費:無 食事:無 Ⅴ保険:無 

6 �<�¥ｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8�:����伏古7条3丁目1-34 俎8馼,ﾈ*稲�6�**H¬j�ｨ�:�,ﾂ�詹6�*)9��年中無休9時～19時 儻9n"�交通費:無 食事:無 Ⅴ保険:無 

7 �<�¥ｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8��7H8ﾘ�ｸ8�8ｸ+8,(,�*b�東苗穂1条3丁目2-16 �8ﾈ4�8ﾈ�ｸ5h8x98,ﾈ*稲�6�**B�¬j�ｨ�:�,ﾈ*稲�6�*)9��曜日は要相談10時～16時 儻9n"�交通費:有 食事:無 Ⅴ保険:無 

8 �<�¥ｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8�-�*�.�,ﾂ�東雁来12条4丁目卜15 凉駅��(,h,ﾈ*掩)�ｨ訷耳¬j�ｨ��:�,ﾈ*稲�6�*"�平日13時～16時14時～16時 儻9n"�交通費:有 食事:無 Ⅴ保険:無 

9 �6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｲ�,H/�.(.ﾘ/�.)k"�東苗穂13条2丁目24-35 刎(+Y�ｨ薰�?ﾉx�ﾎ87x4��ｸ6�8�488H�ｹ9��月～土9時～16時 儻9n"�交通費:無 食事:有 Ⅴ保険:無 

10 倆�檠Y�9d��ﾈ5h8ｸ6�6ｨ4��<�¥ｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8�4X485�8ﾉV9^B�東苗穂町1089番1 ��8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x92�乂處2�d��,ﾈ*稲�6�*"�t�?ﾈｸ�(,ﾉ*帝(ｲ騏ｹ��,ﾈ屬��h,ﾉ^(��t)y駅��(,h,ﾈ*掩)�ｨ薰�①金10時45分～11時半 ②月～日7時45分～9時等 ③月～日10時～16時半 儻9n"�交通費:無 食事:有 Ⅴ保険:無 

ll �7�8X�ｸ7ﾘ988�487H5�4��Y��9"�北23条東5丁目6-10 ��*掩)�ｨ薰�t�*�(8�+R�t)Gｩ�jIh9�ﾙ�ｨ詹9��①②③月～土10時～12時半 13時半～15時10時～15時 儻9n"�交通費:無 食事:無 Ⅴ保険:無 

12 仂闔8ｺh5H�ｸ7(5姥Hﾘ)~竟(ﾏﾈ*�ｩ���伏古10粂2丁目19-8 ��(ｹ��,ﾉGｩ�i9��①月～金11時45分～12時半 儻9n"�交通費:有 食事:無 Ⅴ保険:有 
ふしこの杜 刧A行事企画 ��W9.葦ｩh以�����



乗区福まちかわら版
～　コ　ロ　ナ　禍　の　福　ま　ら　活　動　紹　介　～

新型コロナウイルスの影響で､従来から実施している福祉のまら推進センター(以下､

福まら)での活動が困難な状況となっております｡

その中でも､共同募金助成事業で実施している｢ふれあい昼貴会｣を｢高齢者見守り訪問｣

事業に変更して活動を実施した､栄西地区福まらの取り組みを紹介いたします｡

取り組みを実践した栄西地区福まら事務局の皆さまに､お話しをお伺いいたしました｡

●コロナ禍で事業の実施が難しい中､ ｢高齢者の見守り訪問事業｣に変更

しましたが､実施してよかっだ事は何でしょうか
各単位町内会の高齢者にマスクの配付を行いました｡大人数で顔を合わせることは難しい

ので､マスクを1つの町内60枚を目安に配付し､人数としては600人程度の方に配付し

ました｡訪問した際に高齢者の万が喜ばれる姿を見た際にはやって良かったと感じました｡

●この活動を実施したきっかけや思いはどういったものでしたか
ふれあい昼食会には1人暮らしの方が多く来られていたので､その方達との繋がりを絶

やしてはいけないとは思い､ふれあい昼食会に代わるものとして何か交流できるイベントを

実施したいと考え行いました｡

●実施にあたって大変だったことは
前例のない試みで物品の買い出しなどで大変でしたが､このままでは何もできないまま､

1年が終わってしまうのでそれは避けたいと考えていました｡

●実際に訪問した際の皆さまの様子はどんな感じでしたか
マスクをもらえて嬉しかったという声やもっとお話をしたいという様子がうかがえました

が､感染予防のため短時間での対応となりました｡

●今年度はどのような取り組みを考えていますか
新型コロナウイルスの状況を見ながら､今年度の

行事についても実施可能なものは取り組んでいき

たいと考えています｡

栄西地区福まらの皆さま

栄西地区福まらの皆さま　ありがとうございました｡
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あたたかいこ寄付ありがとうございました

令和3年6-8月までの受付分を紹介いたします

公益社団法人

札幌北法人会　様

(6月)ノートパソコン等

(500,000円相当)

高橋　信次　様

(7月)　　300,000円

札幌乗更生保護女性会様
(7月)　　　1 0,000円

g --lTa-■- -_軍L_

【公益社団法人　札幌北法人会様】　　【高橋　信次　様】

本会では､住民の皆さまから頂いた善意は､地域の福祉活動(地土或の見守り活動や

孤立をしない地域づくり)に有効に活用させて頂いております｡

皆さまからのお申し込みをお待ちしております｡

令和3年度　福祉除雪事業のご案内

福祉除雪は､高齢の方や障がいのある方が､通院や買物な

どの外出時に支障となる､道路に面した出入□部分と玄関先

までの通路部分(敷地内)の雪を地域の協力員が除雪する事

業です｡実施日は札幌市による道路除雪が行われた日(生活

道路の新雪除雪のため､札幌市の除雪車が入った臼)です｡

降雪の度に実施するものではありません｡また､除雪の実施

は1日1回とします｡

利用対象となる方
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○道路に面している一戸建ての住宅に住み(入院中･施設入所中の方は対象外)､約500

メートル以内に除雪を援助できる子または子の配偶者が居住していない世帯で､世帯

員全員が以下のいずれかに該当し､自力で除雪をすることが困難と認められる世帯で

す｡ただし､二世帯住宅等の形式で間口を共有している場合は､それらをひとつの世帯

とみなします｡
･70歳以上の方(生年月日が昭和27年4月1日以前の方)だけで構成されて

いる世帯
･重度(1 ･2級)の身体障がいのある方だけで構成されている世帯

･ 70歳以上の方と重度の身体障がいのある方だけで構成されている世帯

お申し込み等については乗区社会福祉協議会までお問い合わせください｡

≪お問い合わせ先≫
札幌市乗区社会福祉協議会　(電話) 741 -6440
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